
 

令和８年度県内企業等採用活動緊急支援事業費補助金交付規程 

 

 （趣旨） 

第１条 令和８年度県内企業等採用活動緊急支援事業費補助金(以下「補助金」とい

う。）の交付については、法令、定款に定めるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。 

 

 （定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）「県内企業等」とは、愛媛県内に本社、本店を有する事業者をいう。 

（２）「採用活動」とは、主に大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、

高等学校の卒業・修了予定者（以下「新規卒業者」という。）を、正社員として

採用するための活動をいう。なお、新規卒業者を対象とした採用活動を行って

いない県内企業等の場合は、既に就業経験がある人材を正社員として採用する

ための活動に読み替えるものとする。 

（３）「正社員」とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、県内

企業等に直接雇用されるとともに、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇

用される通常の労働者の１週間の所定労働時間と同一のものとして雇用される

ほか、就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休

日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待

遇が適用されている者をいう。 

（４）「ひめボス宣言事業所」とは、社員の仕事と家庭生活や地域活動などの両立を

支援するとともに、女性の活躍を推進し、ひめボス宣言事業所認証制度要綱に

基づき認証された事業者をいう。 

（５）「スゴ技企業」とは、国内ナンバーワンやオンリーワンなどの優れた技術や製

品を有し、愛媛ものづくり企業「スゴ技」データベースに掲載された事業者を

いう。 

（６）「ＤＸ認定企業」とは、情報処理の促進に関する法律（昭和 45 年法律第 90 号）

に基づき、デジタル技術による社会変革に対して経営者に求められる事項を取

りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に対応し、ＤＸ推進の準備が整っ

ていると、国から認定された事業者をいう。 

 

 （目的） 

第３条 本補助金は、県内企業等における従来の採用活動の強化や新たな採用活動

の取組みを、公益財団法人えひめ産業振興財団（以下「財団」という。）が予算の

範囲内で補助することにより、県内企業等の人材確保及び人材の県内定着を促進

することを目的とする。 

 

 （補助対象経費及び補助率） 

第４条 財団は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下、



 

「補助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で補

助金を交付する。 

２ 補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下、「補助対象

経費」という。）の額に、同表の第４欄に定める率（以下、「補助率」という。）を

乗じて得た額（同表の第５欄に定める額を限度とし、1,000 円未満の額は切り捨て

る。）以下とする。ただし、補助金の額が同表の第５欄に定める下限額に達しない

場合は補助しない。 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする県内企業等は、補助金交付申請書（様式第

１号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに財団に提出しなければならな

い。 

 

 （補助金の交付決定） 

第６条 財団は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに当該県内企業等に通知す

るものとする。 

２ 前項の場合において、財団は、必要があると認めるときは、条件を付すること

がある。 

 

 （申請の取下げ） 

第７条 前条の交付決定の内容又は条件に対して不服があるときは、補助金の交付

決定通知を受けた日から 10日以内に交付の申請を取下げることができる。 

 

 （補助事業の内容又は事業費の変更） 

第８条 第６条の規定により補助金の交付決定を受けた県内企業等（以下、「補助事

業者」という。）は、補助事業の内容又は事業費を変更しようとするときは、あら

かじめ変更承認申請書（様式第２号）を財団に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 財団は、前項の変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認め

たときは、変更の承認を行い、当該補助事業者に通知するものとする。 

  この場合において、財団は、必要に応じ条件を付し、又はこれを変更すること

がある。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじ

め補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を財団に提出し、その承認を

受けなければならない。 

２ 財団は、前項の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたと

きは、中止又は廃止の承認を行い、当該補助事業者に通知するものとする。この



 

場合において、財団は、必要に応じ条件を付し、又はこれを変更することがある。 

 

 （補助事業の遅延報告） 

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込

まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業遅延等

報告書（様式第４号）を財団に提出し、その指示に従わなければならない。 

 

 （補助事業の実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から 10 日を経過した日

又は補助金の交付の決定のあった年度の１月 31 日のいずれか早い日までに補助事

業実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて、財団に提出しなければならな

い。 

 

 （補助金の額の確定） 

第12条 財団は、前条に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助

事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第13条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに

精算払請求書（様式第６号）を、財団に提出しなければならない。 

 

 （補助金の交付） 

第14条 財団は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付

するものとする。 

 

（補助金の経理及び関係書類の保管） 

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠

書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年

度から起算して５年間保管しなければならない。 

 

 （補助金交付後の報告義務） 

第16条 補助事業者は、補助金の交付後に別表の第３欄に掲げる経費の全額又は一部

の返金を受けたときは、遅滞なく財団に報告しなければならない。 

 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第17条 財団は、第９条第２項の規定により補助事業の中止又は廃止を承認したと

きは、第６条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更すること

ができる。 

２ 財団は、補助事業者が補助金交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基



 

づく処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

３ 財団は、補助事業者から第 16 条の規定による報告を受けたときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

 

 （補助金の返還） 

第18条 財団は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に

補助金が交付されているときは、期限を付して既に交付した補助金の全部又は一

部の返還を命じるものとする。 

 

 （個人情報の取扱い） 

第19条 補助事業者は、個人の権利利益を侵害することのないよう、補助事業に係

る個人情報の運用、管理、保管、廃棄等について適正に取り扱わなければならな

い。 

 

 （その他必要な事項） 

第 20 条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項

は、財団が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和８年５月 20日から施行する。



 

別表 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

補助 

限度額 

（１） 

県内企業等

採用活動緊

急支援事業 

以下の全ての要件を満た

している事業者 

（１）規程第２条に規定

する県内企業等であるこ

と。 

（２）令和５～７年度の

新卒採用充足率が７割未

満の県内企業等であるこ

と。 

（新卒採用を行ってない

県内企業等にあっては、

「中途採用」に読み換え

るものとする。） 

県内企業等が採用活動のた

めに要した以下の経費（ソ

フト事業に限る）。ただ

し、消費税及び地方消費税

相当額を除く。 

（１）合同企業説明会への

出展費用 

（２）職場体験の内容充実

に係る資料等の作成費用 

（３）企業紹介パンフレッ

トの刷新、採用ＨＰ新設・

改修、ＰＲ動画の製作、Ｓ

ＮＳ活用等に係る委託料 

（４）新たに企業説明会へ

の出展や大学で自社ＰＲ等

を行うために要する旅費 

（５）就職情報サイトの登

録利用料 

（６）求人募集の広告費 

（７）採用強化のための社

員研修費 

① 

補助対象経費の 

４分の３ 

・ひめボス宣言 

事業所 

・スゴ技企業 

・ＤＸ認定企業 

 

② 

補助対象経費の 

３分の２ 

（上記①以外） 

上限額 

200万円 

 

下限額 

30万円 

（注）上記の経費は、いずれも他の経理と明確に区分できるものに限る。 

 


